


1,継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2.重要な会計方針に関する注記

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

•その他有価証券

個別注記表

市場価格のない株式等以外のもの 一 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 ー 移動平均法による原価法

(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
・ 貯蔵品 ー 最終仕入原価法

(3)固定資産の減価償却の方法
・建物建物付属設備 一 定額法
・ エ具、器具及び備品 一 定率法
・ ソフトウェア 一 定額法（自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間(5年）に基づく定額法）

(4)引当金の計上基準
・ 賞与引当金 ー 職員従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上している。
・ 退職給イ寸引当金 ー 退職給イ寸に係る期末自己都合要支給額を計上している。

(5)リ ＿ス取引の処理方法
・ リ ース物件の所有権が借主に移転すると言忍められるもの以外のファイナンス ・ リ ース取引のうち、リ ース取引開始日が企業会計基準第13号「リ ース取引に

関する会計基準」の適用初年度開始前のリ ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6)その他計算害類の作成のための基本となる重要な事項
・ 消費税等の処理方法 ー 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、

当事業年度の費用として処理している。

3.重要な会計方針の変更に関する注記

該当事項なし

4.表示方法の変更に閾する注記

該当事項なし

5.貸借対照表に関する注記

(1)関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

未払金

短期借入金
一年内返済予定f昔入金

長期借入金

6.損益計算書に関する注記

(1)関係会社との取引高

①営業取引による取引高
・ 売上原価
・ 販売費及び一般管理費

②営業取引以外の取引による取引高
・ 受取利息
・ 支払利息

7.株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の総数に関する事項

1,588,590円

15,629,054円

144,800,512円

462,745,575円

14,263,402円

4,883,366円

1,340円

4,078,115円

＇株式の種類］ ］：：；：： I 二：：：：ミ） I 二：：：：k） I 当：：：：：：

普通株式

合計
(2)剰余金の配当に関する事項

該当事項なし

8.税効果会計に関する注記

500 

500 

・ 繰延税金負債の発生の主な原因は｀賞与引当金｀繰延消費税及び退職給1寸引当金等である。

9.ー株当たり情報に関する注記

(1)ー株当たり純資産額

(2)ー株当たリ当期純利益

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

731,828円15銭

295,302円92銭

500 

500 
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